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元植柳小学校跡地活用 説明会（摘録）

１ 日 時：平成３１年３月１９日（火） １９時から２１時３０分まで 

２ 場 所：元植柳小学校ふれあいサロン 

３ 出席者 （京都市）行財政局 資産活用推進室   学校跡地活用促進部長 

                          学校跡地活用促進第二課長 

      （事業者）安田不動産株式会社 ２名 

４ 摘録 

（１）説明 

  ＜京都市＞ 

   契約候補事業者の選定について 

  ＜事業者＞ 

   元植柳小学校跡地の活用計画(案)について 

（２）主な質疑応答の内容   ● 住民   ○ 京都市   ◎ 事業者 

 ● 災害対策基本法施行令では，指定避難所は，想定される災害による影響が比較的少な

い場所にあるものであることが要件とされている。浸水被害に対し，危険性の高い地下

体育館を避難所として指定することは，災害対策基本法に反するのではないか。

 ○ 避難所の指定に関しては，地下体育館だけでなく，ホテルも含めた施設全体を指定す

ることになると考えている。地下体育館は，水害時に避難するのは危険であることから

使用せず，地震時に使用することを想定している。

 ● 宿泊客がいるにもかかわらず，それを追い出すのは，おもてなしの精神から離れてい

る。避難所とするため，京都市が客室をいつも空けておくということであればよいが，

それでは商売が成り立たないのではないか。

 ○ 緊急避難の場合には，ロビーや廊下に一時的に避難していただくことも想定してお

り，客室についても，常に稼働率が１００％ということではなく，一定の空きがある。

また，避難所は，災害が収まってから開設されるものであり，宿泊者が帰っていくこと

なども勘案し，空室を確保していく想定である。さらに，スイートルームなどの広い部

屋があり，地域住民の方に優先的に使っていただくため，そこの宿泊客に移動していた

だき，避難所の場所を確保するといった方法も想定している。

 ● 地震の時には火事が起こるかもしれない。非常用発電機があるということだが，暗く

て見えないところに避難させるのか。また，車いすの人が地下１０ｍ上り下りするには
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１２０ｍのスロープが必要である。雨の中，１２０ｍのスロープを通らないと避難所に

行けない。このような施設は，避難所として，不適当ではないか。

 ○ 避難所の指定に当たっては，地震，水害の場合にどのように避難するのか，防災危機

管理室ともしっかりと協議していく。地震の時は，非常用発電機により，エレベーター

を使用できる。防災井戸や備蓄倉庫を設置するなど，災害に対応する設備を備える計画

となっている。水害の時は，ひとまず１階に避難し，状況を見ながら２階以上に避難し

ていただく計画であり，避難所として必要な機能を果たしていけるものと考えている。

 ● 地震の時は，エレベーターが止まるのではないか。

 ○ エレベーターが止まっている場合には，階段を使うということになる。地下体育館へ

行くことが困難という場合には，ホテルの施設に誘導することを考えている。

 ● 車いすの人はどうするのか。

 ○ 要配慮者の方は，ホテルに誘導するということを考えている。

 ● 何かあったらホテルに行けということか。

 ○ 状況に応じて，適切に対応していけるよう，地域の皆様と協議し，避難所の運用につ

いてマニュアルを作成していきたい。

 ● 平成２３年６月に自治会がアンケートを実施していたが，あまり意見が出なかった

ということで，結局，どうなったかも分からない。京都市は，地元の要望や意向という

が，地元の人の総意ではない。３月１２日の京都市会でも，上京区のくらた議員が植柳

学区の総意ではないということを言ってくれた。京都市は，地域のことをきちんと考え

てくれているのか。

 ○ 地域のことを考えて，跡地活用を進めさせていただいている。学校の土地を借りて，

老朽化した建物を全て建て直し，地域のために提供する。そこまでしていただける民間

事業者を探してくるというのは，簡単ではない。プロポーザルで事業者を探し，提案の

あった事業者の中で，安田不動産の提案が，自治会活動が継続でき，一番良いものであ

った。この提案を地域の皆様と協議し，より良い計画としていくことが大事だと考えて

いる。

 ● 平成３０年７月の募集要項に「屋外スペース・オープンスペース」という項目がある。

「これまでの地域イベントが継続できるよう十分配慮した提案をしてください」と書

いている。今回の提案は，グラウンドがなくなっている。プールを撤去して，公園が広

くなるということであるが，元の広場に戻るだけで，グラウンドの代わりにはならない

のではないか。

 ○ プロポーザルに当たり，運動会，夏祭りなどが継続できることを条件としている。学

校の敷地は，ホテルという形で整備されるが，代わりに植松公園のプールを撤去し，広

場を拡充し，今までより広く使えるよう再整備することで，地域イベントを行っていた
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だけるという提案をいただいた。

 ● 運動会もそうであるが，体育振興会に関連した活動が多くある。グラウンドゴルフ，

バレーボール，卓球などの活動は，どこで行うことになるのか。

 ○ 地下の体育館と地上の植松公園で行っていただくことを考えている。

 ● 都市公園法で守られていて，使えないのではないか。

 ○ 公園でグラウンドゴルフやペタンクをすることは可能である。

 ● ホテルだけ先に建てて，地元の施設は後回しにされるということはないか。工事の順

番や時期について，教えて欲しい。

 ○ 自治会活動に支障が生じないよう，十分に配慮していきたいと考えている。工事期間

中については，仮設の自治会館，消防分団詰所を整備する予定であるが，今後，具体的

な設計作業や工事計画を作っていく中で決まっていくことになる。御不便をお掛けす

ることもあるかもしれないが，その点は御容赦いただきたい。

 ● 公園のプールは，小学校の要望により，公園のプールとして設置したものを小学校が

使うという形で設置したものである。小学校がなくなれば，解体して元に戻すべきもの

であって，学校の跡地活用の問題ではない。

   また，避難所となる地下体育館は，ホテルに建設させ，管理運営も任せるということ

であれば，民間に丸投げし，京都市が避難所に責任を持たないということである。民間

は，慈善団体ではなく，収益にならないことに責任を持ち続ける保証はない。

   いったん中断して，改めて住民の意見を聞いて欲しい。

 ● 計画案のイメージパースは，現実とかけ離れている。植松公園だけ残して，ほとんど

建物を建てている。これが事業者の本音だろう。馬鹿にしているとしか思えない。

 ◎ 不快な思いをさせたのであれば，申し訳ない。イメージとして作成しているものであ

るが，実際には，御意見をお聞きしながら進めていきたいと考えている。

 ○ このまま老朽化した植柳小学校を残すことは，地域の皆様にも自治会活動にも多大

な影響を与えると考えている。この状況を一刻も早く打開し，加えて，民間の力を借り

ていこうということは，自治連合会において議論いただき，公募の手続を採らせていた

だいた。

 ● 建物が古くて危ないのなら，本来は，京都市でしないといけないのではないか。

 ○ 京都市の財政上，自ら整備することが困難な状況である。学校跡地の活用については，

民間事業者の力を借りて，それが地域にとってプラスになるのであれば，それで進めさ

せていただきたいというのが趣旨である。
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 ● 京都では水害は，それほど心配する必要はない。花折断層の地震が起これば震度は６．

５強。北校舎・南校舎は壊れる。そうなれば学校に避難できない。民間の資金で，防災

の指揮ができる体育館，ホテルロビー，サロン室を整備してくれる。私は賛成である。

 ● 年間１億５００万円の賃料を支払うという条件では，ホテルぐらいしかできない。

 ○ １億５００万円という額は，不動産鑑定士が評価したうえで，設定したものである。

 ● その条件の結果として，グラウンドを売り払ったのではないか。

 ○ 売り払ったわけではない。新たに植松公園の整備により体育館を設置し，そこで自治

会活動を継続できるという提案をいただいた。

 ● 募集要項に「基本協定の締結」という項目の中で，「次の場合，基本協定は解消」と

ある。地元として受け入れられず，取りやめになった場合，他の２社と順に協議できる

ということか。例えば，自治連の総会で反対多数となればどうなるのか。

 ○ 自治連総会の意見を尊重するのが前提と思っているが，まずは，契約候補事業者の安

田不動産の提案をしっかり聞き，議論していただくことが大前提だと考えている。

 ● 他の提案の企業名，内容も聞きたい。

 ○ 企業秘密に当たる情報であるため，申し訳ないが，開示できない。

 ● 企業が開示して良いと言えば，開示できるのか。

 ○ 企業秘密のみが理由ではないが，整理して返答させていただく。

 ● 平面図を示して，しっかりと説明して欲しい。

 ○ 現時点ではお示しできないが，今後，地域の方々と事前協議会で協議させていただき

ながら，具体的な設計作業を行い，平面図ができた段階で説明させていただく。

 ● 落選事業者も含めて３社の提案内容を聞きたい。そのうえで，議論すべきではないか。

守秘義務が課されており，提案内容が住民に知らされていないが，他の学区と同様にも

っと情報をオープンにして欲しい。 

 ○ 地域の方に開示する情報は，他の学区も植柳学区も全く同じ取扱いである。契約が成

立した段階で，落選事業者名を開示する。 

 ● 学校敷地の半分をグラウンドにして欲しい。そうでないと区民運動会も開催できな

いし，地域コミュニティも形成されない。 

 ○ 事業者も一定の採算性を考える必要がある。そのうえで，自治会活動をどのように継

続していくのか，共に考えていきたい。 
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 ● ホテルの２階以上の客室を避難所にしようとしているが，客室１０室分ぐらいは，避

難所として，常時空室にしておく予定なのか。 

 ◎ １０室を常に空けておくことは考えていない。運用については，マニュアルを整備す

る中で考えていきたい。 

 ○ 緊急事態の場合は，すぐには客室に入れない場合もあり，例えば，廊下，ロビー，エ

ントランスなどで，一時的に避難することもあり得ることは，御理解いただきたい。 

 ● 地下体育館の光熱水費は，誰が負担するのか。 

 ○ 利用者に一定負担していただくことを想定しているが，具体的な金額については，今

後，協議させていただく。 

 ● 地下体育館は，誰の体育館なのか。 

 ○ 事業者の体育館ということになる。 

 ● 京都市が土地を貸すのか。 

 ○ 地下は事業者に貸すが，地上は京都市の公園であり，京都市が管理する。 

 ● 地下体育館の耐用年数は，どれくらいか。 

 ◎ ７０年である。 

 ● 誰の責任で元に戻すのか。 

 ○ 契約書上，事業者が更地返還することになるが，契約終了前に改めて協議する余地は

ある。 

 ● 京都市にも事業者にも事情があると思うが，少し立ち止まって，しっかりと説明して

欲しい。 

 ○ 京都市としては，この学校跡地を有効に，また地域の方にとって使いやすい場所にし

ていくことを，皆さんと一緒に協議しながら物事を進めていきたいと考えているので，

御理解と御協力をお願いする。 

（以上） 
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元植柳小学校跡地活用 第２回説明会（摘録） 

１ 日 時  令和元年５月１０日（金） １９時から２１時３０分まで 

２ 場 所  元植柳小学校ふれあいサロン 

３ 出席者  行財政局 資産活用推進室   学校跡地活用促進部長 

                      学校跡地活用促進第一課長 

                      学校跡地活用促進第三係長 

４ 摘録 

（１）本市の説明 

   契約候補事業者の選定理由，選定委員会における審議の概要について，説明した。 

（２）主な質疑応答の内容   ● 住民   ○ 本市 

● 平日は，若者が参加できないため，土日に開催してほしい。 

○ 自治連合会と相談し，対応していきたい。 

● 公園にして欲しかったが，なぜホテルなのか。ホテルありきで跡地活用が進められた

のではないか。 

○ 本市としては，ホテルありきで決めているのではなく，地域の意見を聞き，共に作成

した募集要項に基づき事業者を募集し，応募のあった３社から，外部の専門家と地域の

代表で構成された選定委員会により，審査を行い，評価の高かった提案を選定したもの

である。 

● 京都市の水害ハザードマップによると，「地下は危険，地下からは早く避難しよう」

とある。地下体育館が指定避難所になっている例はあるのか。 

○ 市内では，東山開晴館の地下体育館が避難所となっている。 

● 開晴館に避難訓練について確認した。毎年１回，地下体育館から逃げ出す訓練をして

いる。地震の際はエレベータが使えないため，足が悪い生徒は，教職員が階段で運んで

いるとのことである。日本エレベータ協会ＨＰによると「地震発生時にエレベータを使

用しないでください。地震が収まっても，エレベータが損傷している場合があります。

安全が確認できるまでお待ちください。」と書いてある。 

○ 地震が収まり，エレベータの安全を確認後，避難所を開設する。それが１日で復旧す

るか，３日かかるのかは分からないが，その時々の安全を確認したうえで，エレベータ

別紙２
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を使う。エレベータを使えない場合，階段等を使わなければならないので，要配慮者は，

ホテル側で受け入れることについても検討する必要があると考えている。 

● 市内でホテルが避難所として指定されている場所はあるか。 

○ 現在はないが，今後，元清水小学校と元立誠小学校で，ホテル等が指定避難所になる。 

● 立誠では，客室ではなく，立誠ホールや畳の部屋が使われる。清水は，現在の講堂が

レストランとなり避難所になる。これらに比べ，植柳は学校敷地の全部を使いホテルを

建てて，他部署が所管する公園に施設を押し付け，これで避難所ができたと言うのか。

この提案が選定委員会で評価されたことに疑問を感じる。 

● 緊急避難場所の指定について，京都市の防災危機管理室が良いと言ったのか。 

○ 防災危機管理室と協議し，了解いただいている。 

● 京都市が本当に避難所として適当と考えているのか，疑問に思う。ホテルには宿泊客

もいる。その宿泊客に出て行けと言えるのか。 

○ 宿泊者と避難者が折り合えるような活用を考えている。現在，植柳小学校については，

地震時には体育館，水害時には校舎２階以上を避難所としている。今後は，地震時には

体育館，水害時にはホテル２階以上を避難所にと計画している。 

● 建物が古くなっているのだから，市が建て替えたらいい。市民の安全を守るのは京都

市の仕事である。市は，住民の命よりも利益を優先するのか。 

○ 市民の安全は非常に大事である。一方で，本市の財政状況が厳しい中で，学校跡地活

用では，民間の力を上手く活用しながら，自治会活動の継続，避難所機能の確保を進め

ており，両立を図りたいと考えている。 

● 市民の安全を守るために，民間の力を活用したいと言うことだな。 

● 災害時に防災ヘリやドクターヘリが着陸できるよう，今のグラウンドを残して欲し

い。 

○ この場所が離着陸に適切な場所かどうか，専門的知識を持ち合わせておらず，申し訳

ないが，ヘリコプターが着陸する進入角度を確保するため，一定の広さが必要になると

思われる。 

● ホテルに賛成という人がいるのであれば，その意見も聞いてみたい。 

● 学校は，老朽化しており，震度６もあれば，講堂は潰れてしまい，避難場所にはなら

ない。京都市の説明もあったが，様々なことを比較して，安田不動産が選定されている。

地域の要望を聞いてくれるのがホテルということであれば，そこに何を要望していく

か，前向きに意見を述べていくことが大事ではないか。 
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● 植松公園は，植柳学区の住民が優先に利用できるのか。 

○ 植松公園は街区公園であり，この周辺の住民，主に植柳学区の方々が利用される公園

だと考えている。ただし，誰もが使えるのが公園なので，特定の人が独占的に使うので

はなく，皆さんで譲り合って使っていただく必要がある。 

● ホテルができることにより賑わいが生まれると言うが，高級ホテルができても，宿泊

客はホテルで食事をして，タクシーで出ていくだけで地域に人は流れて来ない。白紙に

戻してもう一度検討してほしい。 

○ 跡地活用に当たり，地域を代表する自治連合会と協議してきた。自治連合会でもきち

んと手続を経て，公募を進めていくことに賛同されたと認識している。まずは，選定さ

れた契約候補事業者の提案をベースに，三者協議を進め，一緒に具体化し，工夫できる

点は工夫し，より良いものにしていきたい。御理解をいただきたい。 

● ３社の案を公開してもらいたい。 

○ 企業秘密が含まれることに加え，今後，契約締結に向けて，契約候補事業者の提案す

る活用計画について，本市と地域の三者で協議を進めていくうえで，他の事業者の提案

内容を明らかにすることは協議に支障を来しかねない。まずは，契約候補事業者との協

議を進めさせていただきたいと考えている。 

● 自治連合会としては，公募に当たり自治会活動の継続，避難所の充実，賑わいある地

域の創出，を求める要望書を提出した。安田不動産の提案は，避難所の収容人数が拡大

し，地域専用の防災備蓄倉庫を設置するものであった。また，国際的な会議が開催でき，

百数十名が集まる。東西本願寺に挟まれた土地が有効活用され，新たな雇用も生まれ，

賑やかになる。ホテルが良いというのではなく，我々の要望を一番聞いてくれる事業者

が選定されたと考えている。 

● ここの住民は 2,300 人ぐらいいる。民泊の人も加えたら，災害の時には結構な人が集

まってくる。今はグラウンドがあるから，1,000 人，1,500 人が入ることができる。こ

れだけの人が集まれる所はどこにあるのか。 

○ 議論が散逸しているようであり，地域住民の避難と旅行者の避難は，分けて考えた方

がよいと思われる。跡地活用では，現在の収容人数１９５名以上の確保について，議論

している。植松公園の拡充により一定の広さを確保でき，ホテルでも一時避難できるス

ペースが確保されるため，一定対応できるのではないかと考えている。今後の三者協議

の中で，自主防災会や，区役所の防災担当とも協議して，具体的な避難の在り方につい

て，防災マニュアルを策定していきたい。 
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● 今は，オリンピックのバブルでホテルの建設ラッシュが続いているが，外国の方も来

なくなり，不景気となった場合も想定しているのか。 

○ その辺りも十分考えて提案されたものと認識しており，しっかりと運営していただ

けるものと考えている。選定委員会でも，提案内容の実現性を審査していただいたうえ

での選定結果であると理解している。 

● 最初はグラウンドをそのまま残して欲しいと思っていたが，そうすると，京都市も整

備するお金がない，校舎や体育館も残ることになる。震度６以上の地震で校舎等が潰れ

たら，周辺に被害が及ぶことを考えると，長い目で見ると，公募をして，住民の要望に

応えてくれる提案があれば，そこに任せるのがよいのではないかと思う。安田不動産の

提案は３つの中で一番有望だったのだから，このまま進めていただければありがたい。

地域の要望は，これからの話し合いの中で出していけばよいのではないか。 

● 京都市の予算について，明確に答えられないかもしれないが，いつまで待てば校舎を

建て替えられるというのはあるのか。 

○ 様々な分野，事業に優先順位を付けながら決まっていくものであり，目途は立ってい

ない。そういった状況であり，民間の力を活用できるのであれば，民間活力で跡地活用

を進めていくのが有効ではないかと考えている。 

● 住民が優先的にグラウンドや体育館を使えるということを優先して，安田不動産に

なったと思うが，それよりも避難所や防災の問題が大事なのではないか。 

● 地球温暖化での豪雨や南海トラフの大地震，そういったものを考えると，避難所が地

下にあるということは，人間としては受け入れられない。 

● ホテルでも構わないが，災害の時に安心して逃げ込める避難所が欲しい。なぜ避難所

が地下で，グラウンドに建ててくれないのか。 

○ 学校敷地はホテル事業で活用し，体育館を公園の地下に設置するという提案である。

ホテルも活用して，避難を行っていただくことを考えている。 

● 地下の体育館は，天井が土になっている。災害時に日が差し込むか，風が感じられる

かで，気持ちが全然違う。 

○ 採光のスペースを設けることも計画されている。 

● 先ほどから避難所の話をしているが，植柳小学校は緊急避難場所である。地震が起こ

ったときに逃げ込むのが緊急避難場所で，災害後に家がなくなった人が何年も住む場

所が避難所である。その辺を防災の担当部署にきちんと説明して欲しい。 

● 防災の権威である神戸大学の室崎名誉教授に確認したところ，「学校跡地等は，地域
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の住民の安全，心の拠り所として大きな役割を果たしており，その機能をなくすのであ

れば，それに変わる規模か，それ以上の施設が必要。しかし市は，避難所の重要性を考

慮せずホテル建設誘致を進めようとしており不安がある」とのことであった。選定委員

会で，どういう議論をされて問題ないとされたのか。 

○ 防災危機管理室という担当部署とも協議しながら進めている。今後，地下体育館を避

難所に指定するに当たっては，地域，自主防災会，下京区役所防災担当と協議し，進め

ていくという方向性について，問題ないと考えている。 

● 防災担当部署の責任者に説明して欲しい。 

○ どういった形で対応させていただくか，自治連合会と相談させていただく。 

● 資産活用推進室は，どこまで責任を持つのか。 

○ 跡地活用による施設の完成後も，引き続き，協議させていただく。防災マニュアルを

一緒に作成していきたい。防災や公園の部署としっかりと連携を図っていく。 

● 非常用電源の発電時間を教えてほしい。 

○ エレベータで避難できるよう，一定時間の稼動を考えているが，非常用電源の能力は，

今後，三者協議を進めていく中で，整理していく。 

● 三者協議会は，公開で行われるのか。 

○ 三者以外のマスコミ等に対しては，忌憚のない自由で率直な意見交換には支障があ

るため，非公開と考えている。地域から参加されるメンバーは，地域で考えていただけ

ればと思う。 

● メンバーは，先日の総会で運営委員会の委員と隣接町内会長（柳町，西洞院町，加治

屋町，もみじ町）と決定した。メンバー以外の出席は，もう少し検討する。 

● 総会の出席者は９１名であり，賛成５２名，反対２７名であった。委任状５１８名も

加えると，約７０％の賛成であった。植柳学区の意見として，これから事前協議会を進

めていき，意見を言うところは言っていく。よろしくお願いする。 

○ 今後の進め方は，自治連合会と相談していきたいと思う。引き続き，貴重な御意見を

いただきながら進めていきたいので，よろしくお願いする。 

（以上） 
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元植柳小学校跡地活用 第３回説明会（摘録） 

１ 日 時  令和元年６月１５日（土） １９時から２１時３０分まで 

２ 場 所  元植柳小学校ふれあいサロン 

３ 出席者  行財政局 資産活用推進室   学校跡地活用促進部長 

                      学校跡地活用促進第一課長 

                      学校跡地活用促進第三係長 

            防災危機管理室   地域防災推進課長 

４ 摘録 

（１）本市の説明 

   跡地活用後の災害時における避難について，説明した。 

（２）主な質疑応答の内容   ● 住民   ○ 本市 

 ● 余震が続いている場合は，地下体育館を使わないということでよいか。 

 ○ どの程度で，いつまで続くかということはあると思うが，余震が続く状況では，収ま

るまで地下体育館を使わず，ホテルに避難することを想定している。 

 ● 洪水時の避難所について，ホテルの２階以上の客室を開放するという話であったが，

その後，ホテルのロビーへと説明が変わっているのは，なぜか。 

 ○ １回目の説明会では，避難所として客室を開放するということを事業者に説明して

いただいた。この点は，現時点でも変わらない。２回目の説明会では，避難していただ

く手順について説明し，この間，事業者にも具体的な手順を確認のうえ，まずは１階の

ロビーに集まり，次に２階に上がって行くということを今回説明させていただいたも

のである。 

 ● 避難場所として，ホテルのロビーも想定されているが，ロビーの面積はどれくらいか。 

 ○ これから三者で協議をしていく中で設計変更されていく部分もあるが，現時点では，

３００㎡程度の広さが想定されている。 

 ● 水害時の緊急避難場所として，ホテルの２階以上には何人を収容できるのか。災害時

には，１階の宿泊客も２階に移動することになる。 

 ○ 収容人数について，避難所は長期滞在を想定して１人２㎡という基準があるが，緊急

別紙３
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避難場所には命を守るため一時的に逃げていただく場所であるため，そういった基準

はない。 

   なお，植柳学区の浸水想定の深さは，「０．５ｍ～３ｍ未満」となっており，２階以

上に上がっていただければ，十分な避難行動をとっていただける。２階建ての住宅にお

住まいであれば，２階に避難することができるため，必ずしもホテルの２階に行ってい

いただかなくてもよい。 

 ● 避難指示などが出ている場合，緊急避難場所に避難してくださいということではな

いのか。浸水の場合は，自宅でも構わないということは，緊急避難場所は必要ではない

ということか。 

 ○ 緊急避難場所が不要だということではなく，避難の方法は，緊急避難場所に移動する

ことだけではないということである。日が暮れて，大雨が降っているという状況下で，

無理して緊急避難場所に行ってもらわなければならないというわけではない。 

   また，避難所に指定される建物は，もともとが避難所として建てられるものではなく，

本来は別の用途である建物を，緊急の場合に避難所として使うということで指定する

ものであり，決して環境が十分ではない。その意味では，地震の場合も同様であるが，

自宅が無事な場合は，自宅に居ていただく方が安全ということもある。 

 ● 植柳学区において，避難所や緊急避難場所として，何人ぐらいが集まる想定をしてい

るのか。（植柳学区の人口は，３０００人弱） 

 ○ 本市の第３次地震被害想定において，阪神淡路大震災を例にして，地震の場合，人口

の２割の方について避難が必要になるという想定が示されており，植柳学区では６０

０人弱になる。現在，元植柳小学校の体育館の収容人数は１９５人であり，今回，新し

くできる体育館の収容人数は２２５人となっている。想定避難者に対して足りていな

い状況であるが，これは全市的にいえることであり，各区において，様々な施設を対象

に，順次指定を進めているところである。 

   水害の緊急避難の人数については，想定している避難者数というものはない。 

 ● この学区では，地震で被害があったら，小学校のグラウンドに集まって安否確認を行

うということになっている。１０００人は集まる。それをどのようにして収容するのか。

また，火災が発生したときには，安否確認もあるので，ひとまず全員で植松公園に行く

ことになっている。町ごとに移動するということにはなっていない。 

 ○ 「京都市避難所運営マニュアル」では，まず，地域の集合場所に集まっていただき，

その後，受付の場所としてホテルのロビーを想定している。また，植松公園が再整備さ

れ，広場が拡大することになるため，ホテルのロビーと合わせて，受付や待機場所とし

て活用していくことが対応策として考えられる。 

   また，地震により火災が発生した場合には，広域避難場所という広大な空地がある場
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所を指定しており，植松公園ではなく，広域避難場所である梅小路公園まで避難してい

ただくことも考える必要がある。 

 ● 大学教授が日本に地下を避難所としている例はない，防災用の備蓄用倉庫はあると

言っている。京都市では，東山区の開睛小中学校が地下の体育館であるということだが，

地下２階・地上１階の体育館であり，地下に完全に覆われた本件の地下体育館とは異な

るものである。また，地震があれば，地下から逃げ出すものであり，地下に入っていく

ものではない。 

 ○ 地下体育館を避難所に指定することについては，本市も京都大学の牧教授に直接話

を伺った。テレビや新聞などでは，発言の一部が報道されているようであるが，ライフ

ライン，特に電気を使用できる状況であれば，地下の体育館を避難所とすることは問題

ないということを確認している。 

   地震の発生後，電気が使用できない状況であれば，地下体育館ではなく，ホテルに避

難していただき，地震が落ち着き，電気も使用できるという状況であれば，地下体育館

に避難していただくことになる。地下にいるときに地震が発生した場合は，いったん地

上に出るというのは，そのとおりであるが，地下の避難所が駄目ということではない。 

 ● 救援物資は，どこで，どのように受け入れることを想定しているか。 

 ○ ホテルの搬入口であったり，新たに整備する自主防災倉庫であったり，地下体育館の

出入口であったり，様々な場所が想定されるが，今後，マニュアルを作る中で協議しな

がら決めていきたい。 

 ● 水害の時は，ホテルの２階以上を使うということであるが，ホテルの客室を空けると

いうことか。 

 ○ 避難所としては，空室を使うことを考えている。 

 ● 客室が使えなければ，廊下を使うことになるが，プロポーザルのＱ＆Ａでは，廊下は

使わないと書かれている。 

 ● ２００人が地下に避難したら，それなりのスペースが必要であるが，トイレはどれだ

け必要か。 

 ○ ５０人に１基という基準で備蓄している。 

 ● 地下で火事が起こった場合，どこから逃げるのか。地上であれば窓から逃げることも

できるが，地下の場合は階段しか逃げるところがない。 

 ○ 階段は，二方向に設置することになっている。現在の計画では，体育館の北側の西と

東に設置することを想定している。 
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 ● 地下で急病になった人は，ストレッチャーで運ぶことになるが，階段を使うのか。 

 ○ 地下の避難所は，電気が通っている時に使用することを想定している。 

 ● 避難している時に，余震が起こったらエレベータが止まることがある。 

 ○ 余震でエレベータも非常用発電機も動かないという場合は，階段を使うことになる。 

 ● 避難所の設置は，本来，京都市の責任ではないか。エレベータが止まったり，水が出

なくなったりした時は，どうするのか。民間に任せて，京都市は責任を持たないのか。 

 ○ 避難所の開設については，京都市が責任を持って行うが，故障等のトラブルの対応に

ついては，施設管理者と協議することになる。 

 ● 他の学区では，小学校跡地に体育館ができて，グラウンドがあって，そこで避難でき

ると聞いた。この場所では，グラウンドゴルフ，運動会や夏祭りが開かれ，みんな楽し

みにしている。ホテルが来て，それが奪われてしまうのは，納得いかない。 

 ○ 自治会活動を続ける場所（集会所，消防分団詰所等）は，学校敷地に残している。体

育館，グラウンドについては，植松公園を一体整備し，プールを撤去して公園を広く使

えるようにすることで，引き続き，グラウンドゴルフ，運動会や夏祭りを継続していた

だく計画である。自治会活動の場が奪われるというわけではないことを，御理解いただ

きたい。 

 ● 公園を整備したとしても，地域住民に優先権があるわけではない。 

 ○ 公園なので，特定の団体が長期的に独占使用することはできない。広場を拡充するこ

とで，譲り合って使っていただくことを考えている。 

 ● ヘリコプターの発着できるスペースを設けていただきたい。災害時にはヘリコプタ

ーでけが人を搬送したり，救援物資を送ってもらったりといったことが有効である。 

 ○ 京都市の地域防災計画においては，市街地の小学校のグラウンドは，災害時のヘリコ

プターの発着場所には指定されていない。住宅地での発着は，危険が伴うためである。 

   人命救助など，緊急時にはホバリングするといった判断がなされることはあるかも

しれないが，物資の搬送については，梅小路公園にヘリコプターを発着させることとな

っている。梅小路公園から元植柳小学校までの経路に当たる堀川通，七条通は，緊急輸

送路に指定されており，優先的に復旧を行い，物資を搬送する計画となっている。 

 ● 地下の体育館は，川が氾濫した時には，どのようにして水を遮断するのか。 

 ○ 具体的な方法については，今後の設計の中でしっかり検討していく。 

 ● 避難所は，ホテルの２階以上を想定しているということについて，防災危機管理室は，

問題ないと考えているのか。 

 ○ 水害に関しては，２階以上という計画で問題ない。 
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 ● それが京都市としての見解か。他にも方法があるのではないか。 

 ○ 本日は，今回の計画について，説明させてもらっている。本日，説明させていただい

た内容で運用していくのであれば，問題ない。 

 ● なぜ地下の体育館を選んだのか。地上の体育館より何か良いことがあるのか。 

 ○ 今回の跡地活用の公募に当たっては，学校跡地と植松公園を含めた一体の提案を受

け付けることとさせていただいた。３社から提案があった中で，学校敷地にホテルを作

り，植松公園を拡充・再整備したうえで地下体育館を作るという計画が，総合評価によ

り選定されることとなった。 

 ● 点数が高かったかどうかより，住民の命を守ってくれるのが地下なのか，地上なのか

ということが大事である。 

 ○ 住民の安全，安心のため，避難所機能を確保し，命を守ることは非常に重要であると

考えている。その中で，ホテルと地下体育館を併用して，避難所機能を確保していこう

という計画であり，防災の担当部署とも連携し，進めさせていただきたい。 

 ● ３月，５月，今回と説明会が行われたが，今回選定された提案には，反対の意見や不

安の声が多く出されている。地域住民の意見を尊重し，３回の住民説明会の反対意見も

取り入れて，積極的な賛成意見が出なかったことに十分配慮して，これから進めていく

ようお願いする。 

 ● 今日限りでなく，また説明会を開いていただきたい。 

 ● これまで３回説明会を開催してきたが，同じような議論ばかりとなってきた。前回の

総会で，事前協議会で三者による協議を進めようということについて，委任状を含めて

７０％以上の賛成をいただいた。事前協議会を進めながら，今後，検討していくことが

必要ではないかと思う。 

（以上） 






